
『憲法と公教育』正誤表 
 

 誤 正 
26 ページ後から 1 行目 介入機能 介入権能 
75 ページ前から 7 行目 教室法制 教育法制 
101 ページ前から 2 行目 une instruction publique une insteuction commune
105 ページ前から 8 行目 「審議の議決」 「審議をすることの承認

議決」 
116 ページ前から 2 行目 de n’enseigner que des verités de n’enseigner que des 

vérités 
150 ページ後から 5 行目 それを補完している。 それを補完（ときには逸脱

も）している。 
151 ページ後から 9 行目 国民に由来しその権力は 国民に由来し、その権力は

180 ページ後から 8 行目 五・〇％ 六・〇％ 
181 ページ別表 5、2010 年度の社

会保障関係費（a） 
3.0 29.8 

181 ページ別表 5、2011 年度の社

会保障関係費（a） 
3.1 31.0 

184 ページ後から 1 行目 「旭訴訟」 「朝日訴訟」 
218 ページ後から 7 行目 一九条一項 一四条一項 
227 ページ前から 3 行目 新教基法一四条 新教基法四条一項 
237 ページ下段前から 13 行目 connaissances（伝達） connaissances の伝達 
238 ページ上段後から 11 行目 フェレ＝オズーフ フュレ＝オズーフ 
238 ページ下段前から 6～7 行目 二つの原文の間でも、文言、文

章、段落がかなり異なっている。

削除 

240 ページ下段後から 4 行目 当用漢字 常用漢字 
242 ページ上段後から 6 行目 「議会制の整理と病理」 「議会制の生理と病理」 
 


